
（117）

福沢諭吉の教育論と天皇観

碓　井　零　夫

はじめに

　福沢諭吉ほどさまざまに評価される思想家も少ない。それは，福沢の思想・

論理のなかに，多岐の評価を可能にする多様性が含まれているために，ひとり

の思想家としてトF－．．タルにとらえることの困難さを物語るものである。

　この小論は，福沢の教育・学問論を天皇観とのかかわりで論述するものであ

るが，その背景には『学問ノススメ』（明治5年2月～明治9年11月）『文明論

之概略」（明治8年8月）「学者安心論』（明治9年4月）から『帝室論』（明治

15年5月）「学問之独立』（明治16年2月）にいたる過程で政治・学問・教育の

三者がいかなる関係で考えられているかを問うこと，が内的な問題意識になっ

ているG

　福沢の教育思想は，教育論の根底に自由な認識主体としての人間への深い洞

察とその可能性への信頼があり，明治維新という歴史の激動期を「僥倖」とと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
らえ，そのなかで文明社会を構築する人間の形成を図るという歴史意識によっ

て支えられている。彼は「疑心」「惑溺」「議論の本位」などの言葉を使って，

常にシチュ　・＝　一一シ。ソのなかで事物の本質をさぐるという方法意識をも持ちつ

づけている。こうした福沢の歴史意識，方法意識と教育論は，「学校は人に物

を教ふる所にあらず，唯其天資の発達を妨げずして能く之を発育する為の具な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
り。教育の文字甚だ穏当ならず，宜しく之を発育と称すべきなり」といい，広

い意味で教育を学校に限定することなく「公議与論」という国民全体の自己形

成力にその機能を求め，人間の内的な可能性に大きな信頼をかけているところ



　（ヱ18）　　　　　　　　　福沢諭吉の教育論と天皇観

で融合する。それは，封建的身分制と閉鎖的な学問体系の栓桔にしばられてい

た従来の日本の学問観・教育観に対する鋭い批判であり，文明社会における教

育・学問のあり方を提起したものである。

　『学問ノススメ」の有名な序章と「学事奨励に関する被仰出書」の発想の類

似性はしばしば指摘されるところである。福沢は生涯官職にはつかなかった

が，「三田の文部省」といわれるくらいに明治維新政府の教育政策には影響を

与えていた。その福沢が後年になって，「我国の教育は事の実際と其目的と相
　　（3）

遠かり」と反省し，「学問教育の事は士族に専有せられて，他の人民は恰も之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
に併食し，漸く佳境に入れぽ遂に士化するのみ」と言わなければならなかった

のはなぜかo

　第一の理由は，明治10年代の教育における復古主義的傾向であり，その論理

的展開としての天皇制教学体制の論理が，福沢の市民（文明）社会における学

問・教育論を超越していたという外的な状況変化である。第2の理由は，福沢

の明治8，9年の薯作にみられる民権論から国権論への傾斜とパラレルな関係

にある，学問・教育の独立性を「立国の大義」のために犠牲にした論理の展開

という内的な状況変化である。政治論としての傾斜が明治8，9年頃と考えら

れているのに対して，教育論では「教学大旨」（1879年）から「徳育」論争にい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
たる明治10年代前半とやや時期が遅れて起ったと考えられる。

　以上の福沢の教育・学問における変質を促した条件には天皇制国家の支配原

理という暗い影がさしていることを見落すことはできない。天皇制という1人

の思想家を対比するにはあまりにも巨大な政治支配機構を，思想家福沢がどの

ように位置ずけたのかを教育論を中心に以下に考察することにする。

〔註〕

（1）福沢の歴史意識（歴史感覚）は『文明論之概略』『学問ノススメ』で用い

　ている「惑溺」「疑心」「心事の棚卸し」「議論の本位」「定則　（規則）」の5

概念の解明が重要な手掛りとなる。丸山真男「福沢における『実学』の転回」
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　（『東洋文化研究』No．3），服部之総「文明開化」（『明治の思想』所収）参照。

（2）　「文明教育論」P．220

（3）（4）　「20年来教育の結果如何」P．159－160．

（5）服部之総，家永三郎ら多くの福沢評価が，明治8，9年を国権論への傾斜

　と見ているのに対して，遠山茂樹は明治13年を「挫折」の時期にしている。

　（「日本国民抵抗の精神」参照）

　（1）福沢諭吉の天皇観

　福沢の天皇観を検討するに際して，2つの点に注意すべきである。第1は，

天皇制およびその支配原理が時期によって変化しており，さらに福沢の思想が

政治状況に応じて変質しているという2つの変数のなかで，彼の論理を追及し

　　　　　　　　　　　　（1）
なけれぽならないことである。第2は，家永三郎氏らによってすでに指摘され

　　（2）
ているように，明治初期から中期にかけての天皇制をめぐる政治の状況認識の

問題である。例えぽ，尊王撰夷論は明治20年代以後見事に確立された天皇制国

家体制を展望する論理を含まず，当時の政治状況が非常に流動的であったと考

えられる。だからこそ，福沢をしても一時期は将軍による王政「大君のモナル

興～」を構想させたのである。幕末から維新期においては，天皇に対する畏怖の

　　　　　　　　　　　（4）
念はそれほど強くなかったのであり，後の天皇制国家体制はすぐれて作られた

支配原理であったと言えよう。その意味で，福沢の天皇観は彼一流の「状況的

思考」の背景において位置ずけられなけれぽならないと考える。

　福沢は，　「王制一新」の歴史的原因を「人民の覇府（幕府一引用者註）を厭

れて王室を慕ふに由るに非ず，……唯当時幕府の政を改めんとするの人心に由

　　　　　　　（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　。・
て成たるものなり」としている。明治維新が尊王の志士によって成就したとと

　　　　　　　　　　　　　らえるのでなく，人心に由るとしているところにこの時期の福沢の天皇観と歴

史認識の方法がうかがえる。彼にとって明治維新は多くの可能性を孕んだ歴史

　　　　　（6）
的局面であり，それゆえに文明社会への展望が現実可能なものとして種々に構
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想された時期であった・従って，彼の「一身独立して一国独立する」という有

名なテーゼのなかには，国際社会のなかに置かれた日本の厳しい状況認識と文

明社会への豊かな展望が緊張関係のなかでは握されている。

　福沢の論理からすれば，維新による政治権力の天皇への移譲を飯洛酌なもの

ととらえるのは当然である。すなわち，「天下の政擁，王室に帰すれば，日本

国民として之を奉尊するは国より当務の職分なれども，人民と王室との問にあ

　　　　　　　　　　　　（7）
るものは唯政治上の関係のみ」と考え，復古的な「皇学者流」が人の至情に訴

えて天皇の尊厳を強調することを，「奉尊する由縁を政治主あ再美に求めずし

て，之を人民懐古唖庸喘すS8）と批判している．こ楓御r継論』（

明治・5年5E）において「我帝劉ま口本人民の欄・を幡するのヰ，心な課槻

定したこと，また，「帝室轍治の酬のものなり臓柵したことともなん

ら矛盾するものではない。何故なら，「人民と王室」との関係を巌洛酌にとら

えることによって帝室そのものを政治的に利用するか，1つのアパラートとし

て見なすのであり，その結果が『帝室論」に集約されているといえよう。そこ

には福沢一流の政治的状況判断があることは君うまでもない。たとえば，全国

各地に波及していった自由民権運動にたいして，その掲げている目標にもかか

わらず「改進者流の人々」の行動が「直接の為に眼光を掩はれて地位の利害に
　　（11）

眩する」ものであるといい，「改進者流の人々が各其地位に居て心情の偏重を制

　　　　　　（12　
すること能はず」と批判する。あるいは，民選議院開設論にたいしても「立君

専断の政体は君主の恩威を以て立ち，立憲の政治は国民の興望に依て行はる。

一・
｡後政の基蹴堅くして安聯謀るには，天下雛の煙を収庸『）るこ

とを主張する。初期福沢には「政府の政」をつつみこむような「平民の政」と

いう雄大な文明社会の政治構想とそこでの学者の職分論が位置ずけられてL・た

のであるが，明治10年代前半期の政治的動揺を乗りきるために「立国の大義」

　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　という名分を前面に押し出すという政治的判断をしたのである。

　「帝室論」の検討は後に学問・政治論とのかかわりでふれるので，ここで従



　　　　　　　　　　　　福沢諭吉の教育論と天皇観　　　　　　　　　　（121）

来の福沢の天皇論研究を整理しておこう。

　福沢の天皇観については概そ2つの考え方がある。一つは，小泉信三氏らに

代表される君主制論一9’・・．福沢諭吉のとらえ方であり，もう1つは家永三郎氏に

代表される共和制論者＝福沢諭吉のそれである（帝室利用者論者としてのとら

え方もここに入れる）。前老は，福沢が英国流の君主制に多く学んだことに力

点をおき「帝室の恩徳は其甘きこと飴の如くして，人民これを仰げぽ以て其協

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
を解く可し。何れも皆政治社会に在るに非ざれば行はる可らざる事なり」の部

分を引用してそれを立証しようとする。後者は，福沢が英国の君主制に学んだ

ことを否定はしないが，福沢の影響を受けた城泉太郎，馬場辰猪らが共和制論

者であり，なによりも福沢自身が徹底した天皇を利用する立場にあったことを

強調する。

　福沢＝＝共和制論者と断定するについては，「帝室論』『尊王論』の系譜の中

ではかならずしも十分ではない。むしろ，「学問ノススメ』など前期著作との

かかわりで共和制論者＝福沢諭吉の天皇論を読んでみると，福沢の「状況的思

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
考」，言葉を換えていえば思想的変質の意味が明瞭になってくる。山田昭次氏

は「前期天皇論」　「後期天皇論」と区別しているが，この両者の連りは10年代

前半期の福沢の状況認識をたどることによって一層はっきりとしてくる。とく

に，「教育勅語」にたいする福沢の態度は，この時期の福沢の思想とその論理

に遠因すると考えられる。

　さて，福沢においては，日本の歴史における人民の位置は「日本には政治あ

　　　　　　　　　　　　（16）
りて国民（ネーシ。ソ）なし」と理解されているように，なんら主体的な位置

をもたなかったのである。「独裁の政府又は神政府と称する老は，君主の尊き

由縁を…に天与に帰して，至尊の位と至強の力とを一に合して人間の交際を支

配し，深く人心の内部を犯して其方向を定めるものなれば，此政治下に居る者

は，思想の問ふ所，必ず一方に偏し，胸中に余地を遺さずして，其心尋常に単

　　　　　　　（17）
一ならざるを得ず」と批判し，この状態を「事物の偏重」という言葉で言いあ
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らわしている。これこそが「一身独立して一国独立する」ことを妨げる最大の

要因であった。それゆえに，彼は学問・教育の重要性を啓蒙すると同時に，…

国の独立を緊急課題としてとらえるなかで「帝室」の位置に思いをめぐらせた

のである。

　縮沢は「文明論之概略』のなかでは王室と政府を必ずしも厳密に使いわけて

いない。「国君と難ども同類の人のみ，偶然の生誕に由て君長の位に居る者鰍，

又は塒峨争嚇って政府の一f、に立つ者より外なら鴫といい，「国君と人

民」の関係を歴史一Lの偶然性であると見ている。したがって，日本の歴史で

は，今の人民は王室に対するより（，鎌倉以来の「封鐘の君」に親近感をもって

いると判断し人民と王室の問の「交情に至ては決して遽に造る可きものに非

ず。強いて之を造らんとすれば其目的を達せずして，却て世間に偽君子の類を

　　　　　　　　　　　　（19　
生じて益々人情を軽薄に導く」という。あるいは，明治政府の尊制体制を「役

人共の為したる専制なり。今日の政府とて其政体の専制なるに非ず。天子など

　　　　　　　　　　　　（2の
幾人あるも邪魔するに足らず」ともいっている。以Lのように，福沢の天皇観は

「文明論之概略」を書いた時点では共和制的であったといえる。その意味で，

福沢の天皇観を『帝室論』『尊王論』　（明治23年11月）だけに限ってみるこ

とは，彼が帝室の位置を考えながら指向した真の意図を誤解することになりか

ねない。

　しかしまた，福沢を純粋な共和制論者とみることも，彼が天皇制絶対主義国

家成立過程のなかで果してきた現実的役割を考えるとき，きわめて困難であ

る。すなわち，明治20年前後には「帝室の御為又人民の為に謀りて，今後ます

ます両方の関係を密にし情の働撚膠として暖下敬の念を固うせ兜弛し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22　
い，「尚古懐旧の情に基き，帝室の尊厳神聖を此人情に訴える」というように，

彼の天皇観は初期に比べて一変したかに見える。

　福沢は自らの展望した文明（市民）社会を共和制体として構想していたかも

しれないが，明治10年代後半以後は帝室を利用する立場で一一貫しており，共和
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制を主張することはなかった。それはなぜか。　「…国の独立」と「文明社会」

への進歩のために，「天皇制」を利用することが最良であるとした判断と「明

治15年の今日に至っては破壊すべき旧物は既に之を壌り尽して，以て現在の秩

序を作為理ていくこと猿策とする「穏イ更蟻」がその間の天皇翻獺を

説明する。

　究極的には，福沢にとって君主制も共和制もそれほど重大な関心事ではなか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
ったのではないだろうか。「文明は死物に非ず，動いて進むものなり」と歴史

をダイナミックにとらえているなかで，「今の文明国に君主を戴くは国民の智

愚を平均して其標準尚未だ高からざるが故なり，其政治上の安心尚低くして公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25　
心集合の点を無形の間に観ずること能はざるが故なり」といって，君主制もま

た歴史の一段階であると考えている。また，反面君主制と共和制は「両者共に

政治の事点に於て大差あることなく，其国の風俗習慣又は歴史の由来に従っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
て，立君にこそ却て利益あるを信ずるものなり」「立君定憲の制度も共和の政

体も，共に一時の方便に出たる治風にして，今，正に文明進歩の途中にこそあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
るものならぽ，両様の利害容易に断ず可らず」ともいっているが，ここにこそ

　　　　　　　　　　　　　（28　
福沢の「露骨極まる帝室利用論」がうかがえる。日本の国家としての独立・安

定をはかるためには立君定憲制もやむをえないと判断し，教育・学問を帝室に

依存させて「政治の社外」に置くことによってその独立を守り，　「天ド泰平家

内安全」という秩序を求めたのである。ここではまだ，教育・学問の発展によ

って近代国家への脱皮が「穏便主義」的に可能だとする判断を残していると考

えられる。

　　「福翁百話』の書かれたのは明治29年のことであり，彼の生涯の晩年に相当

する。福沢が日本の「帝室」を君主制の過渡的一段階としてとらえ，その先の

政体を考えていたことは，彼の天皇観が「帝室を尊崇するの余りに社会の百事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29　
を挙て之に帰し，政治の細事に至るまでも一処に之を執らんことを祈る」とい

う皇道主義者の盲目的な天皇観とは異っていることからも推量できる。しか
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し・「現来に蹄室を一asの緩和那として「政府の鹸鰹くして蝉耀

るには，天下雛の煙旅謬することこそ醸である拷え，「立国の大

義」が当面する最重要の課題であり，明治政府の政策を「現政府を愛するに非

ず潤家鍾んずるが諾2）岐援したのである。

　福沢と明治政府の「不則不離」の関係のなかで，明治絶対主義体制は彼の文

明社会への夢を裏切りつつ確立していったと思われる。彼が「文明には限なき

ものにて冷の西瀦国を以鱗足す可きtlこ非ざるな（ P3iと叛つつ，立国の

大義のために共和制への志向も断念し，その望みは教育・学問の興隆による文

明進歩へと屈折したのではなかったか。それは彼の大義名分「立国の大義」の

貫徹であると同時に，教育・学問の独立のために「帝室」を利用する立場を色

濃くしたのである。

〔註〕

（1）藤田省三「天皇制国家の支配原理』参照

（2）家永三郎「福沢諭吉と共和主義」（『福沢諭吉全集』第13巻付録）

（3）福沢は，慶応2年11月7日，福沢英之助宛の書簡で「大名同盟の論は不相

　背行なはれ候様子なり。……同盟の説行なはれ候はつ随分国はフリーにも可

　相成候得共，This　freedom　is，　I　know，　the　freedom　to　fight　among

　Japanese．　如何様相考候共大君のモナルキに無之候とは，唯々大名同士の

　ヵジリヤイにて，我国の文明開化は進み不申……」と書いている。これにつ

　いては，家永三郎の「福沢諭吉選集』第7巻「解題」が詳しい。

（4）鹿野政直「＜Mikado・Worship＞の定着」

（5）　『文明論之概略」P．235

（6）註（3）および服部之総「黒船前後』参照

（7）（8）　「交明論之概略』P．234－235

（9）　『帝室論』P．269

（1（》同P．261
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⑪　『学老安心論』P．221

⑫　同P．217

⑬　「安寧策」（明治23年7月）P．453

a4　小泉信三『福沢諭吉」参照

⑮　山田昭次「天皇制イデオロギーと福沢諭吉」（『史苑』第15巻1号）山田は

　明治15年を境に，前期と後期を区分している。

　　『文明論之概」略P．192

　　同P．33

　　同P．153

　　同P．　235－236

　　「覚書」明治8年P．670

　　「皇族と人民との関係」（明治19年12月）P．166

　　『尊王論」（明治21年10月）P．28

　　「急変論」（明治15年12月）P。459

　　『交明論之概略』P．27

（2S㈱伽　　『福翁百話』94「政論」

es）鹿野政直「日本近代思想の形成」

四　『帝室論」P．263

（30）　「皇族と人民との関係」P，165

eり鋤　「安寧策」（明治23年7月）P．452

⑳　　『文明論之概略』P．33

　（2）　学問・教育論と「帝室」論

　福沢の天皇観一とりわけ帝室利用論として一については，（1）福沢諭吉の天皇

観で若干ふれたが，ここでは教育と政治とのかかわりあいのなかで「帝室」が

どのように位置ずけられ，その結果「露骨極まりない帝室利用論」となってい
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るかを見てゆこう。

　彼が「交明論之概略』のなかで展望した「一身独立して一国独立す」という

有名なテーゼは，民権論から国権論への傾斜としてそのバラソスを失い，「立

国の大義」を守るために思想家として重要な政治的判断を下した。

　この過程においては，対外的に外国交際という新しい事態一その実は欧米帝

園主義諸国の侵略の恐れであったが一と，国内的には自由民権運動の高揚に見

られる国内の政治秩序の混乱が，福沢の状況認識を支えていたものと思われ

る。それゆえに，明治15年2月に「急変論」を書いて「我輩は急進と急退を論

ぜず其変の急にして今日の秩序を乱すを憂ふ」たのであった。とくに，彼は

「急変論」のなかで当時の教育の復古主義的傾向を「急退」としてとらえ，

「教育の性質たるや5年3年を期して進退す可きものに非ず」と批判してい

る。この時点では吟日の秩序を乱すを憂ひ」つつ，復古主義に反対し，教育

・学問の自立を期待したのである。

　次に，福沢の教育・学問論を簡単に検討しつつ，その独立のために努力した
　　　　　　　　　

主観的意図はなんであったかを考える。

　福沢は「学問ノススメ」のなかで，教育・学問を「一身の独立」を支える根

本原理としてとらえている。「人は生れながらにして貴賎貧富の別なし唯学問

を勤て物事を知る者は貴人となり富人となり無学なる者は貧人となり下人とな
　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

るなり」といい，しかも学問の在り方を「実学」として考えている。彼の「実

学」学問観は，従来の学問・教育が生活に根づかない「虚学」であり，　「我国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
の学問は所謂治者の世界の学問にして，恰も政府の一部分たるに過ぎ」なかっ

たことへの厳しい批判を含んでいる。それゆえに，彼の教育・学問への期待は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
国民的規模での教育の成立にかけていたといえる。また，国民的規模での教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）の成立は，　「文明論とは人の精神発達の議論なり」「文明進歩は衆心発達の論」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
ととらえるところの文明観と，「人の精神の発達するは限あることなし」とす

る人問精神発達の可能性への信頼，及び「・・一一一一i国文明の有様は其国民一般の智徳
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を見て知る可し。＋・i…衆論とは……其時代に在て普く人民の間に分賦せる智徳
　　（8）

の有様」であると考える衆論（国論・公議与論）を高めることをその内容とし

ている。かくして，福沢の学問・教育に対する姿勢は，文明（市民）社会への

進歩，とりわけ緊急な課題としての近代国家としての日本の独立を保持してい

くためのエネルギー源として形成されていた。

　彼が日本の文明と西洋の文明を対比するとき，最も異っていると考えたのは

「権力の偏重」ということであった。それは「日本国の歴史はなくして日本政

　　　　　　　（9）
府の歴史あるのみ」ととらえる歴史認識の実体であり，「権力の偏重は，開關

　　　　　　　り　　　り　　　

の初より人間交際の微細なる処まで入込み，何等の震動あるも之を破る可ら
（10）

ず」という状態であった。彼は「権力の偏重」という封建的諸制度と閉じられ

た人間関係を打破するために，国民の有形，無形の独立をはかり，その中心を

「人間交際」という近代市民社会の新しい人間像の創出に求めたのである。

「精神の奴隷（メソタルスレーブ）」たることをやめ，人民が「自家の権義」を

主張するに至ることを願っていた。そのためには「先ず彼の人心に浸潤したる
　　　　　　（11）
気風を一掃せず」には不可能であり，　「我日本国人を今より学問に志し気力を

髄にして先ず一身の独立を謀り，随て一国の富強を致すことあらば，何ぞ西洋

　　　　　　　　　　（12）
人の力を恐るるに足らん」との気迫で，教育・学問の発展を企図したのである。

　さらに，福沢は学問・教育が「高尚の域」に達することを意図しただけでな

く，それを支えている学問観・教育観に新局面を拓こうとした。封建制下にお

ける学問・教育観を批判し，その意味を逆転させることにより文明社会におけ

る学問と教育の在り方一そのために，彼は「帝室」を利用することも辞さなか

ったのであるが一を提起している。すなわち，「宗教も学問も皆治者流の内に

　　　　　　　　　　　　　　　（13　
篭絡せられて嘗て自立することを得」なかった学問を自立させ，　「不囁独立の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
大義を求ると云ひ，自主自由の権義を恢復する」ために学者はその職分を全う

すべきだとした。そして，従来の学者の「此学者士君子，皆官あるを知って私

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
あるを知らず，政府の上に立つの術を知て政府の下に居るの道を知らざる」姿
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勢をも批判している。時に，「治者に篭絡せられた学問」を自立させ，学問に

おける「権力の偏重」を脱するためには，政治からの学問・教育の自立は不可

避な課題としては握されている。

　　『学者安心論」（明治9年4月）は学問・教育の自立と民権論者批判を意図

して書かれていると同時に，『学問ノススメ』のなかで展開されている学者職

分論を一層発展させたものである。民権を主張する学者の「区々たる政府の政

礁中奔走して自家の領分は之轍却して忘れたるが如鴇という状態を「心

情の偏重」と批判し，　「学者は区々たる政府の政を度外に置き，政府は項々た

る学者の議論を度外に置き，互いに余地を許して其働を逞ふせしめ，遠く喜憂

　　　　　　　　　　　　　（17）
の目的を共にして間接に相助る」ことを主張した。ここにはすでに「政権と学
　　　（18　
権の両立」の構想があり，　「国民の力と政府の力と互いに相平均し，以て全国

　　　　　　　　（19）
の独立を維持す可き」方向が明確になっている。それは換言すれば，政治と学

問・教育を異ったサイクルでとらえ，文明進歩のために学問の果すべき役割と

位置を示したものである。すなわち，「政治の働きは……活溌なるが故に利害

　　　　　　　　　　　（2o）
共に其痕跡を遺すこと深く」はないが，教育は「人の心を養うものにして，心

　　　　　　　　　　　　　　（21）
の運動変化は遅々たるを常とす」る。したがって，「教育の効力の緩慢にして

渡之に浸潤するとき膜効力の久しさ｝fこ持続すること明に見る可曹とし、

う。

　福沢は，政治としての「政府の政」を支える，国民の闊達で自由な「平民の

政」のなかに学問・教育を位置ずけ，国民はその職分に応じて働くことを主張

している。それは，「政府の政」の領域を明確に限定することによって，「平

民の政」の内実を豊かにし，学問・教育の独自で重要な働きをそこに見い出し

たのである。彼は「人民たる者が一国に居て公に行なふ可き事の箇条は，政府

　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
の政に比して幾倍なるを知る可らず」といい，「外国商売の事あり，内国物産

の事あり，開墾の事あり」「学校教授の事あり，読書著述の事あり，新聞紙の

事あり」と「文明進歩」の基礎を「平民の政」に置いている。とりわけ，国民
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の生活に根づいた学問・教育が構想され，　「政府と人民と相分れ，直接の関係

　　　　　　　　　（24）
を止めて間接に相交る」近代市民社会が展望されていた。

　しかし，福沢のこうした構想は，明治10年代前半に起ってきた教育における

復古主義的傾向一徳育論の儒教主義の復活を中心として一と，自由民権運動に

よる国内の政情不安によって挫折した。政治論における国権論への傾斜はすで

に指摘した通りであるが，教育においても『通俗国権論』（明治11年9月）の

なかで国権を強化するための教育の重要性を指摘することになっている。

　この時期の福沢は国権論への傾斜を深めてはいるが，儒教主義の復活に対し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
て「政論と徳論を混じたるものにして，……政徳の混合体に非ずして其親和体
　（25）

なり」と儒教の内包する体質を批判し，彼独自の徳育論を展開する。　（徳育論

は（3）に再説する）この時期の教育の復古主i義的傾向は福沢の予期せざるところ

であり，後に「維新以来多少の難難を経て漸く社会に跡を収めんとしたる古学

主義を復活せしめ，……専ら古流の道徳を奨励して，満天下の教育を忠君愛国
　　　　　　　　　　　　　　　（26）
の範囲内に踊踏せしめんと試みたる」と書いているように批判的であった。

　歴史は福沢の初期の学問・教育論を越えて流れていった。明治15年2月「学
　　　　　　　　　　　　　　　（27）
制諸般の規則に関する御嘉納の勅諭」で「初メ朕力前任文部卿寺島宗則二諭シ

タル以来ノ趣意達セシ者ト看ル故二，其教則等二於テモ，総テ朕力異存ヲ措ワ
　　（28）

所ナシ」と明らかになって，「教学大旨」以来の儒教主i義的傾向は「交部省二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
於テハ此旨趣ヲー貫シ徹底セシムヘキ覚悟アルヘシ」と正当化，権威付けられ

たのである。この過程と福沢における天皇観の変質とは深い関係があると考え

られる。復古主義的傾向が強化され，それに伴って天皇の地位が確立するなか

で，初期福沢の交明（市民）社会論とその中核としての学問・教育の自立と発

展の構想は挫折し，残された可能性を追求するために変質せざるをえなかっ

た。この時点で，学問・教育と政治の分離のために「帝室」を持ち出し，徹底

して「帝室利用論」を選択したところに彼一流の政治的状況判断があったので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
はないか。彼が明治10年以後教育についてはほとんど発言せず，明治15年以後
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になって『帝室論』（明治15年5月）「徳育如何』（明治15年11月）『学問之独

立』（明治16年2月）「政事と教育分離す可し」（明治16年12月）「文部省直轄の

学権をして独立せしめんことを祈る」（明治16年12月）などを書き，「帝室」の

力による学問・教育の独立論を強調したのである。政治論における国権論への

傾斜が明治8，9年までに始っていたのに対して，学問・教育の独立のための

「帝室利用論」は6，7年は遅れて始った。

　ここに，彼の鋭い「状況的思考」とその結果としての天皇制に対するウィー

ク・ポイソトを持つ契機が生れていると考える。

　次に，「帝室論』『学問之独立』を中心に福沢の学問・教育独立論を見てゆ

こう。

　『帝室論』は「帝室は政治社外のものなり。筍も日本国に居て政治を談じ政

治に関する者は其主義に於て帝室の尊厳と其神聖とを濫用す可らず」と書き出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
されている。さらに，福沢は「我帝室は日本人民の精神を収境するの中心」で

あり，「我日本国の人民は此国壁の明光に照らされて此中心に輻較し，内に社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
会の秩序を維持して外に国権を皇張す可きものなり」と述べている。しかし，

前述したように，福沢の天皇観は「皇学者流」のそれと異り，その本質は「各
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国を通じて利用す可きものは，宗教，学事，音楽，謳歌等にして，殊に立君の
　　　　　・　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
国に於ては王室を以て人心収撹の中心たる可し」ことにあり，そのことによっ

て「立国の大義」を貫こうとしたのである。従って，「立国の大i義」のために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
は帝室を徹底的に利用することを敢行し，ときには皇道主義者の如く「一国全

体の文明富貴を致して，外に対して国の重きを成し，其国に君臨する帝室の地

位をして尊厳光栄ならしむるもの，即ち国分の本分にしてこれを人民平時の忠
　　　　　　　　　　　（35）
義と認めて間違ある可らず」と天皇を称えることもあった。しかし，それは政

治状況の変化にともなう福沢の変身であり，真意は「帝室の尊厳」を利用して

「立国の大義」と「安寧」をはかることにあった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）
　福沢は「我学術を政治の社外に独立せしめ」ることによって政治と教育を分
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離し，皇室を「遙に政治社会の外」に置くことによって日本の独立および秩序

を維持する「緩和力」たる機能を「帝室」にもたせようとする。前述したよう

に，彼は政治と教育を違った波長でとらえており，教育が政治に不当に影響され

た先年の苦い経験をもっていた。それゆえに，「政治は活溌にして動くものな

　　　　　　　　　　　　　　　　（37　
り，学問は沈深にして静なるものなり」といって，政治と学問の単なる分離で

はなく，両者が違った尺度で測られるべきことを主張しているのである。彼に

あっては，政治は「畢意形体の秩序を整理する具にして，人の精神を制するも
　　　（38）

のに非ず」ととらえられており，学問・教育の領域が「人の精神」を形成し，立

国の根底を培うものと考えられている。つまり，一国の独立を下から支える国

民の独立心の形成は学問・教育の課題であり，「今一国の交明の進歩を目的に

定めて政事と学事と相互に比較したらば，敦れを重くして敦れを軽しとするは
　　　　　　　　（39）
判断に於て甚だ難き」と政治と学問との緊張関係のなかでそれぞれの独自機能

を主張するのである。

また，「国会議員の政府は道理の厭るが故にlt1を尽すを得ざるな（δ゜1

と，情と理を分離することによって，政治が「情の世界」に介入することを拒

否する。それは，政治（権力）が個人の価値観に介入しないという近代国家の

原則の表現でもある。しかし，そのために彼は「此人情の世界を支配して徳義

　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）　　　　　　　　
の風俗を維持す可きや。唯帝室あるのみ」と帝室に情の収撹を求める。このこ

とは，「帝室に於て盛に学校を起し，之を帝室の学校といはずして私立の資格

を附興し，全国の学士を撰て其事に当らしめ，我日本の学術をして政治の外に
　　　　　（42）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）

独立せしむる」ことを「唯帝室に依頼して先例を示す」と主張したことに通ず

るが，天皇が政治上の専制者であるとともに精神上の絶対者であることに天皇

制の本質があることも見抜けなかった福沢の「帝室利用論」の悲劇がそこにあ

る。

　悲劇は悲劇として幕の降りるまで見届けねばならない。彼は「政治社外に純

然たる学者社会を生ずるを得べし。是に於てか始めて我学問の独立を見るも可
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　（44）

なり」といい，学者社会の独立した領域の確立を主張するが，その「学問独

立」のイメージは何であったか。

　「一国文明の元素は際限なく繁多なるものにして，人間社会の一事一物文明
　　　　　　　　（45）
たらざるものはなし」という認識のもとに，帝室を政治の社外に立たせて「高尚

なる学問の中心」とすることであり，具体的には「今の文部省工部省の学校を本

省より分離して一旦帝室の御有と為し，更に之を有志有識者に附与して共同私
　　　　　　　（46）
立学校の体を為さ」しめ，「学問上の事は一切学者の集会たる学事会に任し，

学校の監督報告等の事は文部省に任して，云はば学事と俗事と相互に分離し又
　　　　（47）
相互に依存」させることであった。彼の「（文部）省の事務は国中の学事を監督

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
するに止まりて，直に学校を支配するの慣行は止むことならんと信ず」とい

い，「帝室に於て盛に学校を起し，之を帝室の学校と言はずして私立の資格を
　　（49）

附与し」とする私立学校論も同じ論理からなっている。

　政治によって教育の方向が一変するような教育と政治とが密着した状況を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）

「天下の文運の不幸これより大なるはなし」といい，「学問の本色に背く」と

考えている。「政権と学権の両立」をはかるために，彼が帝室を利用したの

は，明治10年代前半の教育状況からの反省に基ずく判断であっただろう。しか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（52）
し，　「帝室」を「立国の大義」を維持する「経世上の要用」とし，　「政権と学

権との両立」のために「帝室」を利用することを決意した福沢の状況判断は，

政治も教育も天皇に収敏してゆく天皇制国家の支配論理を見通すことができな

かったのである。

〔註〕

（1）　『学問ノススメ」P．12，ところが，「貧富論」（明治24年4月）では「貧

　者の貧は寧ろ偶然の不幸と云ふ可し。今世の貧富は必ずしも人の智愚に由来

　するものに非ず」と因果関係を逆転させ，「国民の貧富懸隔して苦楽相反す

　るの不幸あるも瞑目して之を忍び，富豪の大なる者をして益々大ならしめ，

　以って対外の商戦に備へて不覚を取らざるの工夫こそ急務」と日本資本主義
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　の発展を期待している。

（2）前掲丸山論文参照

（3）　「文明論之概略』P．199

（4）彼は国民的規模としての義務教育論には「強迫教育法」として必ずしも賛

　成していないが，それに至る過程では国家経済論，私立学校論との関係があ

　り否定の論理にはなっていない。むしろ問題は，　「貧富論」などで「教育の

　逐度を節して空腹論者を其未だ生ぜざる予防す可し」と国民教育をとらえる

　ように変ったことである。

（5）（6）　「文明論之概略』P．9－10

（7）同P．143

（8）同P．88

（9）同P．189

0〔》同P．204

⑪　「学問ノススメ」P．43

⑫　同P．31

⑬　『文明論之概略』P．209

⑭　同P．103

⑮　『学問ノススメ』P．43

（1③　『学者安心論』P．220

（17）同P。229

⑬　「／学問之独立』（明治16年2月）P．378

㈲　『学問ノススメ』P。47

⑳⑳働　「政事と教育分離す可し」P．308－310

㈱　『学者安心論』P．218

圃　同P．224

㈱　「儒教主義」P．269
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㈱　　「教育の方針変化の結果」P，575

㈲　　『学制80年史』P．104

㈱㈲　海後宗臣『教学聖旨』P，115

㈹　明治13年3月に『学士会員雑誌』に「教育論」を書いているが，教育一般

　論であって徳育論にはふれていない。

BD　『帝室論』P．265

e2　同P．279

㈱　同P．269

図　川辺真蔵『福沢諭吉』参照

鉤　　「忠義の意味」P．229

㈲　「帝室論』P．283

働　　『学問之独立」P．371

爾　「帝室論』P．264

Bg）　『学者安心論』P，382

qo）aD　『帝室論』P．280

ez（43　同P．282

㈲㈹　同P．284

㈹　　「学問之独立』P．377

㈲　同P．379

㈹⑲　「帝室論』P．282

60）　『学問之独立』P．374

（5D　『学者安心論」P．371

働　『尊王論』

（3）　徳育論とその変質

福沢の天皇観は，明治10年代前半の教育の復古主義的状況を背景に変質を
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し，「帝室利用論」に徹したという仮説を出してきた。

　ここでは福沢の「教育二関スル勅語」の態度に注目してみたい。もとより，

「教育勅語」に反対したかどうかだけが福沢諭吉評価の基準になるのではな

く，その対応の仕方の意味をこそ追求しなければならない。したがって，彼の

「教育勅語」に対する対応はそれを必然的ならしめる論理・思想構造が内在し

ていたと考える点から出発する。

　その手掛りとして，彼の徳育論を問題にしてみよう。

　福沢は「文明論之概略』　『学問ノススメ』のなかで，智徳の問題をかなりの

力点を置ぎながら論述しているが，徳育の儒教主義的復古主義の傾向に対して

約4年間の沈黙の後（明治15年以後）儒教主義批判および徳育論を続け様に論

述した。彼は「儒教を道徳の教として用なんとすれば，儒書中政治論と混同し

て，純然たるものに非ず，又其徳教の文字のみを引分けて用ゐんとすれぽ，儒

教の全体，徳論と政論と恰も親和して之を分つ可らず，然ぽ即ち之を政治論と

して用ゐんとすれぽ，周の時代の治国平天下の主義は今日の文明世界に適応す
　　　（1）
可らず」「萄も儒教に入る者は徳を語れば必ず政をいはざるを得ず，政を談ず

れば必ず徳に論及せざるを得ず」と儒教の本質を批判しながら，「この教に立

　　　　　　　　　（2）
国の大義を托す可らず」と言い切っている。

　彼にあって「徳は1人の内に存して，有形の外物に接するの働あるものに非

ず。……今内に存する無形のものを以て外に顕はるX有形の政に施し，古の道

を以て今世の人事を処し，情実を以て下民を御せんとするは惑溺の甚しきもの
　　　　（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ママ）
といふ可し」　「国君と難ども同類の人のみ……或いは代議士と難ども素と我撰

挙を以って用ひたる一国の臣僕のみ，何ぞ此輩の命令に従って一身の徳義品行

を改る老あらんや，政府は政府たり，我は我たり，一身の私に就ては一毫の事

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
と錐ども豊政府をして啄を入れしめんや」というように，政治が道徳の問題に

介入してくることを強く拒否している。この意味から福沢は儒教主義復活に反

対し，情と理の分離を強調したのである。即ち，「法律経済等は数理より出で
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X政治の根拠とする所のものなれば，之に道徳の元素を加味す可らず。故其反

対に於て，宗教の信心と云い居家の人倫と云ひ又尽忠報国の義と云ふが如き

は，全く教理を離れて純然たる徳義の事なれば之に政治の主義を混同す可ら
（5）

ず」と考えている。

　政治と道徳の分離は近代国家の原則である。福沢が日本文明の欠陥を「事物

の偏重」ととらえるとき，この原則の持つ意味は大きい。つまり，彼が政治と

教育を分離することを主張したことの内実として，徳育を広く教育（学校教育

という狭いものでなく），換言すれば「人民全体の気風」に依頼した意味が含

まれている。それは，政治の介入しえない徳の領域を確立することによって

「人間の内に存する精神」を高め，文明の本質を基礎ずくることであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
「文明は結局，人の智徳の進歩と云て可なり」と考えるゆえに，　「人民全体の

気風」「公議与論」「国風」に智徳の形成作用を期待したのである。特に，「文

　　　　　　　　　　（7）
明論之概略』では，智徳の発展と「人間交際」の意味が新しい社会を展望しつ

つ追求されており，　「惑溺」を脱し，「事物の偏重」たる状態を打破する近代

的人間像が求められている。

　こうした徳育を「人民全体の気風」に依拠する思想は，明治10年代前半期の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
教育をめぐる状況を視野に入れることで徳育論として展開される。彼は「全体

周公孔盃の古代を今年今月の社会とは，其組立表裏悉く顛倒したるが故に，其

古代の儒教蟻が此今代の社会に齢すべき軸なきの次第な（ P）」「鰭の所

見に於て髄徳も亦匙穂勧的のものなりと断言せざるを得騎と道徳

観・価値観が時代の変化に応じて求められるものと考えている。

　この時期に至って，福沢は徳育の方向即ち公議与論の形成を「日本国士人」

の力醐待したのである．「枷本国士人の為に道徳の標職為す可きも鵬

を「報国尽忠」に求め，「下流の人民の為に宗教の信心を鄭こ凹が腰で

あると判断した。この段階で福沢が最も期待したのは「士人」であり，その力

を新しい状況のなかで生かす「士力変型」論が，初期の「人民全体」の公議与
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論という構想と比較して現実的バラソスを失っていることは否定しがたい。

「外国交際」という新しい状況のなかで「立国の大義」を守るために，公議与

論の形成，とりわけ士人を中心としたミドルクラスの手による「報国尽忠の

念」の喚起こそが，緊急な課題であると判断したのである。

　彼は当時の状況を「今や我国の大勢は如何と尋るに，国是を定めて外国と交

際を開き，其文明を取て彼我進歩の方向を一にし，文に武に商に工に一一一i歩の前

後遅速を以て百年の大計に影響を遺し，国権の軽重，毛髪の間に存して瞬間も
　　　　　　　　　（13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

油断す可らざるの時節」ととらえ，士人に「固有にして独立の道徳」たる「報

国尽忠」を求めている。さらに，士人にたいして「我封建の士人も其忠誠の由

て来る所の封建主義の制度に在りと錐ども，一たび其徳を得て士人全体の気風

を成すに至れば，百般の人事に其所得の働を逞ふするのみならず，或は其由来

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
の本源たる封建の君主に拘はらず，士人の徳義は依黙として品格を失ふことな
（15　

し」と「尽忠報国」の思想を状況に応じてとらえ直そうとしたのである。これ

は，道徳の教を「世の中の人情の働を支配して飛放れたる挙動なからしむる方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16　
便にして，天下太平を保たんとするには是非ともなくては叶はぬ事柄なり」と

道徳を利用して「立国の大義」をはかろうしたことに連る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
　福沢は「徳育の一点に至りては学校教授のよく左右す可きものに非ず」と教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
化による方法を否定している。むしろ，「社会は智徳の大教場」というよう

に，一国の独立を維持する「自主独立」の精神が公議与論となり，それが自ら

国民の徳育となることを期待していたのである。しかし，現実的判断として

　「士人」のなかの「報国尽忠」思想を読みかえ，下流人民を「教導して徳心の

公議与論を起し，其反対の大勢力を以て上流を警しむるものは唯宗教あるの
（19）

み」と判断したのも，帝室の至尊至重なる由縁を「精神道徳の部分は，唯この

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2o）
情誼の一点に依頼するに非ざれば，国の安寧を維持するの方略ある可らず」

という立場に立っていたからである。したがって，　「立国の大義」と「安寧」

のために「士人」の報国尽忠の念を利用していたと考えられる。彼が国会開設
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にともなう政権の交代が政情不安を招くと判断して「帝室は万機を統るものな

　　　　　　　　　　　（21　
り，万機に当るものに非ず」と政治による帝室利用を否定したのも，「政治は

唯社会の形態を制するのみにして，未だ以て社会の衆心を収境するに足らざ
（22　

る」と政治を限定したのも，「帝室の至尊至重なる由縁」をもって国家の安寧

を繍せんとしたからである．彼は「帝室蝿に政治．社会の外に鴇って，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
国民の「内部の精神を制して其心を収撹するの引力」として利用しようとした

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25　
のであるが，「忠義報国は全く情の働なりと明言して可なり」という論理が，

帝室にその中心を求めるとき大きな危険性を孕んでいた。政治と道徳の分離と

いう原則のゆえに，帝室は非政治的であると判断して「情の収境」をそれに依

頼したことは，現実の天皇制が外見の非政治性のゆえに高度の政治性を持って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたという逆説的な本質を見落し，いおば帝室の「虚構」に「情の収撹」を委

ねていたことになる。そあ意味で，福沢の政治と道徳の分離という主観的意図

にもかかわらず，道徳的価値の専有者としての天皇においては両者は統合され

たといわねぽならない。彼が「専制独裁の政体に在ては，君上親から万機に当

て直ちに民の形体に接するものなりと難も，立憲国会の政府に於ては，其政府

なる者は，唯全国形体の秩序を維持するのみにして，精神の焦点を欠くが故
　　　　　　　　　　　　　　（26）
に，帝室に依頼すること必要なり」というとき，すでに立憲君主制の実態が歪
　　　　　　　（27）
められていたことを忘れてはならない。

　以上のように，福沢は徳育論においても帝室利用論者であった。帝室に「此

高き天外より時に下界に降臨して，情の働を率土に下し，其霊妙の徳を敷くこ
（28）

と」を期待し，　「官民調和」論を説き，「報国尽忠」　「忠義」を読みかえよう

としたのは，「立国の大義」を守るためだったに他ならない。そのためには

「帝室」を利用することも，国権拡張のための帝国主義的侵略も是認すること

になった。

　明治10年代前半の教育の復古主義的傾向にたいして，儒教主義批制をしつつ

も，「立国の大義」と「治安秩序」維持のために自己変身をとげた福沢が「教
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育勅語に反対しなかったとしても何ら不思議ではない。

　福沢が「教育勅語」に関して沈黙を守ったことはよく知られている。彼が

「教育勅語」について示したであろうと思われる見解は，『時事新報』の論説

によって推定する以外はない。

　『時事新報」明治23年11月5日号は

　　……我天皇陛下が我々臣民の教育に叡慮を労せらるるの深も誰が感泣せざ

　るものあらんや。今後全国公私の学校生徒は時々これを奉読し且つこれが師

　長たる者も意を加へて諄々講諭怠らず，生徒をして侃服せしむる所あるに於

　いては，仁義忠君愛国の精神を爆発し聖意の在る所を貫徹せしむべきは我輩

　の信じて疑はざる所なり。蓋し明治4年政府が始めて文部省を置き教育の制

　度をめたるより以来，今日に至るまで主義方針の変遷は一にして足らざれど

　も，其変遷は何れも当局者の意見に出でたるものに外ならず。若し夫れ教育

　に関する聖意の所在に至りては，10年1日曾て楡らせられざるは今更申すま

　でもなき所にして今回は唯特に之を勅語として発せられたるものなれば，我

　輩に於いては世人と共に之に対して敢て一辞を賛すること能はずと錐も，然

　れども窃に顧みて我国教育の有様が今日猶幾分の叡慮を煩はし奉りて此勅語

　を見るの境遇に在るを思へば更に既往現在の当局者に向って遺憾の情なき能

　はざるなり。……20年来教育の効能，果して空しからざるに於いては今日の

　人民たる者は多少事理に通じ其務を尽して大に叡慮を安んじ奉る所あるべき

　筈なるに，実際に猶は然らざるものありとせば我輩は先ず第一に教育の当局

　者に向て其反省を祈らざるを得ず。20年の歳月は決して短しと云ふべからず

　若しも当局者にして最初より聖意の在る所を体し其方針を一にして進みたり

　しならば，時に制度の小変更あるも精神は終始貫徹して其結果頗る観るべき

　ものありしならんに，当局者に更迭の頻々なりしが為とは云へ年来教育の方

　針は常に一定すること能はずして5年にして変じ，3年にして改まり，甚だ

　しきは1年にして其精神を異にしたる事さへあり。人民は適従する所を知ら
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　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
　ずして方向に迷ふの情なきを得ず……。

と述べている。この論説が無署名で新聞論説であるために福沢の教育勅語観と

結論ずけることは早計であるが，「文部省の建設以来，その主義とするところ

は西洋近代の文明説を拡張するにたること相違なき次第なれども，其間長官の

更送ならずして，随て学政の方向も亦一定せず，時としては人をして不可思議

　　　　　　　　　　　　　　（30）
の感なさしめたることなきに非ず」との発言，前述したような徳育論の論理構

造をみるとぎ，前記論説は福沢の考え方に近いと推量できる。

　福沢の天皇観は天皇制の確立とともに変質し「帝室利用論」になった。した

がって，「教育勅語」の漢発に際して，彼は「立国の大i義」が揺がされない限り異

を唱えるはずもなく，むしろ逆に，　「帝室」を利用し「聖意」を評価すること

が「立国の大義」を十全ならしめ，議会開設後の「安寧」をはかるうえで良策

であると判断したのである。「帝室は人心収境の中心」であり，それを政治か

ら隔離して教育・宗教・芸術の一切を帝室に依存さぜることが彼の現実的判断

であったから，「教育勅語」の内在論理を批判することは自己矛盾になる。そ

れゆえに，日本の官僚群とその制度が作り出した天皇制に，自らの幻想を託し

たのにすぎなかった。つまり，福沢が「帝室は政治の社外に在り」と主張する

のに対して，現実の政治制度はその論理を逆手にとって，皇室を一見非政治化

することによってその尊厳性を一層高め，国民支配のシソボルにしたのであ

る。彼は天皇制が持つ「非政治的要素と権力的要素との分ちがたい相互浸透の
　（31）

関係」の実態を十分に把みきれず，あくまでを「虚構」に依存していたことに

なる。彼は「皇学者流」の尊王論に対しては「帝室の尊厳」をr懐古の情」に

求めたと批判したが，明治絶対主義体制一天皇制一の論理と支配構造を批判す

ることができなかったのである。

〔註〕

（／）（2）　『徳教之説』（明治16年11月）

（3）　「文明論之概略』P．81
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同P．153

『徳教之説」P．281

「文明論之概略」P．54

福沢は徳を私徳と公徳とに分けている。 『文明論之概略』参照

（141）

（8）儒教主義に反対した論文・著書は『徳育如何』（明治15年11月）「徳育余

　論」（明治15年12月）「儒教主義」（明治16年1月）『徳教之説』（明治16年11

　月）「通俗道徳論」（明治17年12月）「儒教主義の或跡恐るべし」など参照

（9）　「儒教主義」P．273

⑩　「道徳の進歩」P．224

⑪⑫　『徳教之説』P．283

⑬　同P．287

⑭⑮　同P．284

⑯　　「通俗道徳論」P．117

⑰　『徳育余論』P．467

⑱　　『徳育如何』P．355

⑲　『徳育余論』P．460

⑳　『帝室論」P．264

⑳伽㈱図　同P．263－268

㈲　　「徳教之説」P．281

㈱　『帝室論』P．267

（27）福沢は現実論として「今日の政体に於いては直に帝室に接したる政府の権

力にして……名も実も帝室の旨を奉じて政を施すべきは無論，内閣の大臣参

議以下真実に帝室の隷属にして，其施政の際に一一豪の私意を交ふ可らず。故

に此政体を遵奉するの間に，政府より発する所の政令は，悉皆帝室の政令た

る可きのみならず，或は施政の便利の為に人民に説諭することあれば，其説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
諭を帝室の文字を奉じたるものと認めざるを得ず。……今の政体の政権を強
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　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大にするの趣意なれば，我輩に於いて豪も異論ある可らず……」（『帝室論』）

　とその傾向を暗に認めている。

㈱　　「皇族と人民との関係」P．155

四　『教育勅語漢発関係資料集』第2巻P．485－－487

（30）　「文部大臣の後任」（明治22年2月）P．53

BD石田雄「明治政治思想史研究』P，224

　（4）むすび

　福沢の『帝室論」から『尊王論』への系譜は石河幹明によれば「我皇室を政

治の社外の高所に仰ぎ，飽くまでも其尊厳神聖を維持し，日本国民をして子孫

後世に至るまで広大無辺の聖徳に依頼し奉らしめんとするは，先生（福沢一引

用者註）の持論であって，『帝室論』並に『尊王論』の所説は専ら此精神から

　　　　　　　（1）
発したものである」と評価されている。なるほど，福沢は「帝室は政治の社

外」にあることを一一一貫して主張し続けたが，それは天皇を「立国の大義」のシ

ソボルとして，さらに学問・教育の独立をはかる「方便」として考えていたの

にすぎないことはすでに見てきた通りである。とすれば，石河幹明の評価には

異論をはさまないわけにいかない。

しかし緬沢をして共和蟻者の系列セこ臓ることもできな曾1．なぜなら，

家永三郎氏の指摘にもあるように，我国の共和主義の伝統は自由民権運動のな

かで育ち，大日本帝国憲法の発布によってその源泉はとめられたのである。も

し福沢が純粋な共和制論者として生きていたならぽ，石河幹明に代表されるよ

うなナショナリスト＝福沢諭吉の評価は生れなかったはずである。

　彼の初期著作に見られる共和制論と明治15年以後の天皇論をつなぐのは「帝

室利用論」であったと思われる。

　この小論でとりあげた学問・教育論と天皇観のかかわりは，一言で言えば学

問。教育の独立のために天皇を利用するという「帝室利用論」であった。しか



福沢諭吉の教育論と天皇観 （143）

し，現実の天皇は政治的権力の頂点にあり，精神的価値の絶対者であったか

ら，彼の「帝室利用論」も天皇制維持に機能はすれども，新しい「事物の偏

重」を打破する学問・教育を生み出すことはなかったのである。天皇制絶対主

義体制が彼の学問・教育論の枠を包みこんでいたといえる。

　彼が「今日の政体に於いては直に帝室に接したる政府の権力にして，豪も人

民の意見を交ゆ可き者に非ざれば……名も実も帝室の旨を奉じて政を施す可き

は無論，内閣の大臣参議以下真実に帝室の隷属にして，其施政の際に一豪の私

　　　　　　（3　
意を交ふ可らず」と批判的であっても，「今の政体の政権を強大にする」限り

において，帝室と政府のゆ着を認めざるをえなかったのである。いな，そのゆ

着こそが比類ない確固とした天皇制絶対主義体制を成立させたのである。いわ

ば，彼が「立国の大義」のために帝室を利用したと同じ論理で，天皇は政治・

軍事・道徳価値のピラミッドの頂点に据えられたのである。それは，維新期の

最も秀れた思想家福沢諭吉をして，比較の対象にさせぬほど巨大な機構であっ

たのである。

〔註〕

（1）石河幹明『福沢諭吉伝』第3巻P．162

（2）家永三郎「日本の共和主i義の伝統」（『思想』No．410）参照・家永氏は「福

　沢は当面の戦術的必要に基づいて皇室の利用価値を強調するようになったも

　のの，それはどこまでも皇室を利用しようというだけの話にすぎず，福沢の

　本心が共和主義であったことは，彼が愚民教化のために宗教利用の必要を説

　きながら，内心で無神論をいただいていたのと全く同様であったと考えるべ

　きであろう」と書いているが，そこには福沢の思想的挫折ないし変質の問題

　が欠落している。

（3）　『帝室論』P．277

　付記

　最近，福沢諭吉に関する著書が出版された。安川寿之輔氏の労作『日本近代
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教育の思想構造一福沢諭吉の教育思想研究』，遠山茂樹氏の『福沢諭吉』であ

る。この小論は旧稿に手を入れたものであり，このすぐれた2著書を検討する

時間的余裕がなかったのが残念である。

　　なお，『学問ノススメ』（岩波文庫版）『交明論之概略』（同上）を除いて，

他の引用は「福沢諭吉全集』（岩波書店）によっている。


